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あ行 ※

受入可否
(○・×)

受入れ出来る規格
(目安)

○ －

○
長さ2m以下に切断し
てあるもの

○
中身が使い切ってあ
るもの

○
長さ50cm以下に切断
してあるもの

× －

× －

× －

臼 × －

× －

× －

○ －

× －

－ －処理能力不足のため

取扱いしていないため －

空き缶
家庭から排出され
るものに限る

大量搬入防止のため 個人搬入に限る

○＝受入可　（ただし、大きさや量に制限があります）
×＝受入不可（すべて受入れできません）

品　　名 受入条件
受入れに制限をかける理由
受入れ出来ない理由

注意事項

あぜシート － 処理に支障をきたすため
個人搬入に限る（JA,農業
法人等は受入不可）

一斗缶 －
引火爆発の危険があるため
大量搬入防止のため

－

（繊維製造業から発生する）糸
くず類

絡まっていない状
態であること

処理に支障をきたすため －

犬の死体 － 感染の恐れがあるため －

医療廃棄物 － 感染の恐れがあるため －

衣類乾燥機 － リサイクル対象品のため －

エアコン － リサイクル対象品のため －

オートバイ －

オイル類 － 引火爆発の危険があるため －

オイルヒーター
オイルをぬいてあ
ること

引火爆発の危険があるため －
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か行 ※

受入可否
(○・×)

受入れ出来る規格
(目安)

× －

× －

× －

○
木と金具と解体して
あるもの

× －

○ 発生量が縦横高さ各
50cm以内の箱3箱分まで

看板 ○ アルミ板製木枠看板

直径10cm以下のもの

直径10cm以上30cm以
下のもの

○
幹の直径10cm以下の
ものに限る

× －

× －

○ －

○
長さ1.2m以下のもの
に限る

× －

× －

× －

× －

× －

○ 発生量が縦横高さ各
50cm以内の箱3箱分まで

くず状のもの（葉、芝、草） 中身のわかる袋に詰めて受入れできます－ －

－取扱いしていないため－耕運機（自走式のもの）

穀物乾燥機 －

○＝受入可　（ただし、大きさや量に制限があります）
×＝受入不可（すべて受入れできません）

品　　名 受入条件
受入れに制限をかける理由
受入れ出来ない理由

注意事項

ガスボンベ － 引火爆発の危険があるため －

ガソリン － 引火爆発の危険があるため －

金網 － 建設廃材(資材類)であるため －

神棚 － 処理に支障をきたすため －

ガラスレンズ － 不燃性産業廃棄物のため －

家庭から排出され
るものに限る

建設廃材(資材類)であるため
大量搬入防止のため

個人搬入に限る瓦

簡易なもの 処理に支障をきたすため
看板の製作や、各種工事
に伴わないものに限る

木の幹 ○

長さ2m以下に切断
してあること

処理に支障をきたすため －
長さ50cm以下に切
断してあること

木の根っこ
土・石は落として
あること

処理に支障をきたすため －

金庫(耐火金庫) － 取扱いしていないため －

処理に支障をきたすため －

（事業活動に伴う）金属くず類 － 不燃性産業廃棄物のため －

蛍光灯 － 処理に支障をきたすため －

－

家庭から排出され
るものに限る

建設廃材(資材類)であるため
大量搬入防止のため

個人搬入に限る

（工事に伴う）ケーブル類 － 不燃性産業廃棄物のため －

原付バイク －

ゲーム機類（業務用卓上型） － 不燃性産業廃棄物のため

コンクリート片

－ 取扱いしていないため
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さ行 ※

受入可否
(○・×)

受入れ出来る規格
(目安)

○
長さ50cm以下に切断
してあるもの

× －

× －

○
ワイパー・ハンドル等
簡易なものに限る

× －

× －

× －

× －

○ －

× －

× －

セメント × －

× －

直径10cm以下のもの

直径10cm以上30cm以
下のもの

× －

× －

受入れに制限をかける理由
受入れ出来ない理由

－

－

○＝受入可　（ただし、大きさや量に制限があります）
×＝受入不可（すべて受入れできません）

品　　名 受入条件

絡まっていない状
態であること

処理に支障をきたすため －

サーフィンボード － 取扱いしていないため －

産業機械等 － 不燃性産業廃棄物のため －

注意事項

自動車部品
家庭、事務所から排
出されるものに限る

大量搬入防止のため －

（繊維製造業から発生する）裁
断くず類

自動販売機 － 不燃性産業廃棄物のため －

消火器 － 引火爆発の危険があるため －

焼却灰 － 取扱いしていないため －

ショーケース － 不燃性産業廃棄物のため －

書類 紐とじやﾌｧｲﾙとじが
はずしてある状態

処理に支障をきたすため －

シンナー類 － 引火爆発の危険があるため －

－

長さ50cm以下に切
断してあること

洗濯機 － リサイクル対象品のため

－ 建設廃材(資材類)であるため

－

－

石膏ボード

取扱いしていないため

処理に支障をきたすため

－ 建設廃材(資材類)であるため

洗面台（洗面器） － 建設廃材(資材類)であるため

－剪定くず ○

長さ2m以下に切断
してあること

ソーラーパネル(太陽熱温水器) －
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た行 ※

受入可否
(○・×)

受入れ出来る規格
(目安)

○
自動車用で20インチ以
下のものに限る

× －

直径10cm以下のもの

直径10cm以上30cm以
下のもの

○ －

○
長さ2m以下に切断し
てあるもの

○
長さ50cm以下に切断
してあるもの

× －

× －

× －

× －

○
中身が使い切ってあ
るもの

× －

× －

タイヤ
家庭から排出される
ものに限る

処理に支障をきたすため
大量搬入防止のため

20ｲﾝﾁ以下でもﾌﾟﾗﾝﾀｰとして使
用したﾀｲﾔは受入不可

○＝受入可　（ただし、大きさや量に制限があります）
×＝受入不可（すべて受入れできません）

－取扱いしていないため－田植機

品　　名 受入条件
受入れに制限をかける理由
受入れ出来ない理由

注意事項

竹 ○

長さ2m以下に切断
してあること

処理に支障をきたすため －
長さ50cm以下に切
断してあること

畳 20枚/日まで 処理に支障をきたすため －

家庭から発生する反物（一般廃
棄物）

絡まっていない状
態であること

処理に支障をきたすため －

繊維製造業から発生する反物
（産業廃棄物）

絡まっていない状
態であること

処理に支障をきたすため －

テレビ － リサイクル対象品のため －

電気温水器 － 取扱いしていないため －

灯油 － 引火爆発の危険があるため －

－

動物の死体 － 感染の恐れがあるため －

ドラム缶
天板を取外してあ
るもの

引火爆発の危険があるため －

塗料 － 取扱いしていないため 取扱いしていないため

泥、土、砂、砂利 － 取扱いしていないため
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な行 ※

受入可否
(○・×)

受入れ出来る規格
(目安)

○ －

× －

× －

× －

ネット ○
長さ2m以下に切断し
てあるもの

× －

農機具類 × －
量販店で販売している持ち運び容
易なもの(刈払機,ﾁｪｰﾝｿｰ等)は除く

建設廃材(資材類)であるため －

苗箱 処理に支障をきたすため
個人搬入に限る（JA,農業
法人等は受入不可）

－

○＝受入可　（ただし、大きさや量に制限があります）
×＝受入不可（すべて受入れできません）

庭石 － 取扱いしていないため －

品　　名 受入条件
受入れに制限をかける理由
受入れ出来ない理由

注意事項

－

100枚/日まで

猫の死体 － 感染の恐れがあるため －

家庭から排出され
るものに限る

処理に支障をきたすため
事業所は2m以下に切断し絡まって
いない状態
おもりの付いたものは受入不可

流し台、調理台、ガスレンジ台

農薬 － 取扱いしていないため

－ 取扱いしていないため
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は行 ※

受入可否
(○・×)

受入れ出来る規格
(目安)

× －

○ 垂木、ベニア板等

○
長さ2m以下にしてあ
るもの

× －

－

－

× －

× －

○
木と金具と解体して
あるもの

× －

○
発生量が縦横高さ各
50cm以内の箱3箱分まで

× －

× －

×

便器 － 建設廃材(資材類)であるため －

○＝受入可　（ただし、大きさや量に制限があります）
×＝受入不可（すべて受入れできません）

品　　名 受入条件
受入れに制限をかける理由
受入れ出来ない理由

引火爆発の危険があるため

注意事項

－

灰 － 取扱いしていないため
（祭に伴うもの、火鉢の
中の灰等）

廃材類 発生量が軽トラ１回
分までは受入れ可能

建設廃材(資材類)であるため
大量搬入防止のため

－

個人搬入に限る

取扱いしていないため －

ハウスパイプ － 処理に支障をきたすため
個人搬入に限る（JA,農業
法人等は受入不可）

バッテリー －

肥料

－

－ 取扱いしていないため －

パレット（木製のもの） － 処理能力不足のため －

　　　　（プラ製のもの）

処理に支障をきたすため －

フェンス － 建設廃材(資材類)であるため －

仏壇・仏具

ブロック
家庭から排出され
るものに限る

建設廃材(資材類)であるため
大量搬入防止のため

個人搬入に限る

プラスチック魂 － 処理に支障をきたすため －

ボイラー － 建設廃材(資材類)であるため －
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ま行 ※

受入可否
(○・×)

受入れ出来る規格
(目安)

× －

× －

○
長さ2m以下に切断し
てあるもの

× －

メガネレンズくず ○ －

や行 ※

受入可否
(○・×)

受入れ出来る規格
(目安)

× －

× －

－ 中身のわかる袋に詰めて受入れできます －

○＝受入可　（ただし、大きさや量に制限があります）
×＝受入不可（すべて受入れできません）

品　　名 受入条件
受入れに制限をかける理由
受入れ出来ない理由

注意事項

マネキン(鉄芯入り) － 処理に支障をきたすため －

豆炭 － 粉塵発火の危険があるため －

マルチシート － 処理に支障をきたすため
個人搬入に限る（JA,農業
法人等は受入不可）

メガネフレーム類（眼鏡業） － 不燃性産業廃棄物のため －

○＝受入可　（ただし、大きさや量に制限があります）
×＝受入不可（すべて受入れできません）

品　　名 受入条件
受入れに制限をかける理由
受入れ出来ない理由

注意事項

薬品類 － 取扱いしていないため －

浴槽 － 建設廃材(資材類)であるため －
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ら行 ※

受入可否
(○・×)

受入れ出来る規格
(目安)

× －

○
発生量が縦横高さ各
50cm以内の箱3箱分まで

× －

わ行 ※

受入可否
(○・×)

受入れ出来る規格
(目安)

○ －

× －

○＝受入可　（ただし、大きさや量に制限があります）
×＝受入不可（すべて受入れできません）

品　　名 受入条件
受入れに制限をかける理由
受入れ出来ない理由

注意事項

冷凍・冷蔵庫 － リサイクル対象品のため －

レンガ
家庭から排出され
るものに限る

建設廃材(資材類)であるため
大量搬入防止のため

個人搬入に限る

練炭 － 粉塵発火の危険があるため －

－ リサイクル対象品のため

受入れに制限をかける理由
受入れ出来ない理由

品　　名

－

○＝受入可　（ただし、大きさや量に制限があります）
×＝受入不可（すべて受入れできません）

ワイヤーロープ
　(車用牽引ロープ)

家庭から排出され
るものに限る

処理に支障をきたすため 個人搬入に限る

受入条件

ワインセラー
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注意事項


